
1

（
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
に
基
づ
く
米
に
関
す
る
日
本
国
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
の
関
税
割
当

て
の
運
用
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
交
換
公
文
）

（
日
本
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
官
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
」
と
い
う
。
）

の
本
日
の
署
名
に
関
連
し
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
第
二
章
（
内
国
民
待
遇
及
び
物
品
の
市
場
ア
ク
セ
ス
）
附
属
書
二

－

Ｄ
（
関
税
に

係
る
約
束
）
の
日
本
国
の
関
税
率
表
の
付
録
Ａ
（
日
本
国
の
関
税
割
当
て
）
の
Ｃ
Ｓ
Ｑ

－

Ｊ
Ｐ
１
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
米
）

に
定
め
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
合
衆
国
」
と
い
う
。
）
か
ら
の
米
に
関
す
る
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
に
基
づ
く
日
本
国
の
国
別
関

税
割
当
て
（
以
下
「
合
衆
国
枠
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
売
買
同
時
契
約
（
以
下
「
Ｓ
Ｂ
Ｓ
」
と
い
う
。
）
方
式
の
運
用
に

関
し
て
、
日
本
国
政
府
の
代
表
者
と
合
衆
国
政
府
の
代
表
者
と
の
間
で
到
達
し
た
次
の
了
解
を
確
認
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

合
衆
国
枠
の
た
め
の
Ｓ
Ｂ
Ｓ
方
式
に
つ
い
て
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
並
び
に
こ
の
書
簡
及
び
閣
下
の
確
認
の
返
簡
に
基
づ
く
国
際
的

義
務
を
含
む
日
本
国
と
合
衆
国
と
の
間
に
適
用
す
る
国
際
的
義
務
に
合
致
す
る
限
度
に
お
い
て
日
本
国
の
関
係
法
令
に
従
い
日
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本
国
の
農
林
水
産
省
（
以
下
「
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
」
と
い
う
。
）
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
ま
す
。

Ｉ
１

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
合
衆
国
枠
の
下
で
行
わ
れ
る
米
の
輸
入
に
つ
い
て
、
例
外
的
な
場
合
を

除
く
ほ
か
、
日
本
国
の
各
会
計
年
度
に
六
回
の
入
札
を
行
う
。

２

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
合
衆
国
枠
の
下
で
行
わ
れ
る
米
の
輸
入
に
つ
い
て
、
日
本
国
の
各
会
計

年
度
の
四
月
十
日
ま
で
に
、
Ｓ
Ｂ
Ｓ
入
札
の
年
間
予
定
を
政
府
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お
い
て
公
表
し
、
及
び
合
衆
国

に
通
報
す
る
。

３

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
合
衆
国
枠
の
下
で
行
わ
れ
る
米
の
輸
入
に
つ
い
て
、
例
外
的
な
場
合
を

除
く
ほ
か
、
日
本
国
の
会
計
年
度
の
二
箇
月
目
に
当
該
会
計
年
度
の
一
回
目
の
入
札
を
行
い
、
当
該
会
計
年
度
を
通
じ
て

そ
の
後
の
入
札
を
二
箇
月
に
一
回
行
う
。

４

日
本
国
は
、
１
及
び
３
に
規
定
す
る
予
定
か
ら
の
変
更
を
正
当
化
す
る
に
足
り
る
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
例
外
的
な
場

合
に
は
、
速
や
か
に
合
衆
国
に
通
報
す
る
。

Ⅱ
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１

日
本
国
に
お
い
て
登
記
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
、
米
を
輸
入
す
る
十
分
な
能
力
を
有
す
る
事
業
体
は
、
Ｓ
Ｂ
Ｓ
入
札
を
通

じ
て
米
を
売
り
渡
す
資
格
を
有
す
る
。

２

次
の
者
で
あ
っ
て
米
を
取
り
扱
う
十
分
な
能
力
を
有
す
る
も
の
は
、
Ｓ
Ｂ
Ｓ
入
札
を
通
じ
て
米
を
買
い
受
け
る
資
格
を

有
す
る
。

米
の
流
通
業
者
（
卸
売
業
者
及
び
小
売
業
者
を
含
む
。
）

(a)

米
を
含
有
す
る
生
産
品
の
加
工
業
者
又
は
製
造
業
者

(b)

外
食
産
業
の
事
業
者

(c)

Ⅲ

日
本
国
は
、
短
粒
種
、
中
粒
種
及
び
長
粒
種
の
区
分
ご
と
に
の
み
、
合
衆
国
枠
の
下
で
輸
入
す
る
米
に
関
す
る
政
府
買
入

予
定
価
格
を
設
定
す
る
（
注
）

。
日
本
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
の
米
の
国
際
市
場
に
お
け
る
状
況
（
合
衆
国
の
港
に
お
け

る
本
船
渡
し
（
Ｆ
Ｏ
Ｂ
）
の
価
格
、
輸
送
費
及
び
為
替
相
場
を
含
む
。
）
を
反
映
し
た
水
準
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
政
府
買

入
予
定
価
格
を
設
定
す
る
。
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
Ｓ
Ｂ
Ｓ
入
札
の
年
間
予
定
を
通
報
す
る
際
に
、

国
際
市
場
価
格
の
評
価
の
た
め
に
使
用
し
た
全
て
の
デ
ー
タ
の
要
素
及
び
数
値
を
Ｉ
２
に
規
定
す
る
政
府
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
に
お
い
て
公
表
す
る
。
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注

日
本
国
は
、
米
の
品
種
又
は
亜
種
に
つ
い
て
の
政
府
買
入
予
定
価
格
を
設
定
し
な
い
。
た
だ
し
、
日
本
国
は
、
短
粒
種
、
中
粒
種
及
び
長
粒
種
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
玄
米
及
び
精
米
の
形
態
別
に
政
府
買
入
予
定
価
格
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ⅳ

日
本
国
は
、
自
国
の
各
会
計
年
度
の
期
間
中
、
Ｓ
Ｂ
Ｓ
入
札
に
お
け
る
最
低
輸
入
差
益
の
水
準
を
変
更
し
な
い
。
日
本
国

は
、
Ｓ
Ｂ
Ｓ
の
入
札
方
式
の
改
善
に
当
た
り
、
そ
の
円
滑
な
運
用
を
容
易
に
す
る
た
め
に
最
低
輸
入
差
益
の
水
準
に
つ
い
て

妥
当
な
考
慮
を
払
う
。

Ⅴ

日
本
国
は
、
合
衆
国
枠
の
下
で
行
わ
れ
る
入
札
の
全
体
の
数
量
の
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
当
該
入
札
に
お
け
る
砕
米
の

割
合
を
設
定
し
な
い
。

Ⅵ

日
本
国
は
、
合
衆
国
枠
の
下
で
行
わ
れ
る
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
へ
の
米
の
売
渡
し
に
つ
い
て
、
十
七

メ
ー
ト
ル
・
ト
ン
未
満
の
数
量
の
応
札
を
求
め
ず
、
又
は
受
け
入
れ
な
い
。

Ⅶ

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
各
入
札
の
結
果
が
確
定
し
た
後
速
や
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
の
米
（
短

粒
種
、
中
粒
種
及
び
長
粒
種
）
に
関
し
て
、
形
態
別
（
玄
米
及
び
精
米
）
に
、
Ｉ
２
に
規
定
す
る
政
府
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
に
お
い
て
次
の
情
報
を
公
表
す
る
。

応
札
の
件
数
及
び
当
該
応
札
の
総
数
量

(a)
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落
札
の
件
数
及
び
当
該
落
札
の
総
数
量

(b)

落
札
さ
れ
た
札
に
応
じ
て
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
が
支
払
う
買
入
価
格
の
加
重
平
均
値

(c)

落
札
さ
れ
た
札
に
応
じ
て
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
が
支
払
う
買
入
価
格
の
最
高
値
及
び
最
低
値

(d)

落
札
さ
れ
た
札
に
応
じ
て
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
に
支
払
わ
れ
る
売
渡
価
格
の
加
重
平
均
値

(e)

Ⅷ

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
落
札
さ
れ
た
札
が
入
札
に
お
け
る
予
定
の
数
量
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

当
該
入
札
の
翌
日
に
再
度
入
札
を
行
う
。

Ⅸ

日
本
国
は
、
入
札
を
通
じ
て
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
に
売
り
渡
さ
れ
た
米
に
つ
い
て
次
の
こ
と
を
認
め

る
。

落
札
の
日
の
後
十
一
箇
月
以
内
に
、
輸
出
港
か
ら
発
送
さ
れ
る
こ
と
。

(a)

落
札
の
日
の
後
十
二
箇
月
以
内
に
、
使
用
者
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
。

(b)

Ⅹ
１

日
本
国
及
び
合
衆
国
は
、
日
本
国
の
各
会
計
年
度
の
最
初
の
三
回
の
入
札
の
後
に
合
衆
国
枠
の
運
用
に
つ
い
て
討
議
す

る
。
日
本
国
及
び
合
衆
国
は
、
そ
の
討
議
に
お
い
て
、
合
衆
国
枠
に
お
け
る
米
１
（
注
１
）

及
び
米
２
（
注
２
）

の
区
分
ご
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と
の
消
化
率
並
び
に
各
入
札
に
お
い
て
当
該
区
分
ご
と
に
日
本
国
が
割
り
当
て
る
比
率
を
点
検
す
る
も
の
と
し
、
Ｍ
Ａ
Ｆ

Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
日
本
国
及
び
合
衆
国
が
相
互
に
合
意
す
る
場
合
に
は
、
将
来
の
入
札
に
お
い
て
当

該
区
分
ご
と
に
割
り
当
て
る
比
率
に
つ
い
て
調
整
を
行
う
。

注
１

統
一
シ
ス
テ
ム
の
番
号
：
一
一
〇
二
九
〇
・
三
一
〇
、
一
一
〇
三
一
九
・
五
一
〇
、
一
一
〇
三
二
〇
・
三
五
〇
、
一
一
〇
四
一
九
・
二
五
〇
、

一
一
〇
四
二
九
・
二
五
〇
、
一
九
〇
一
二
〇
・
一
二
二
、
一
九
〇
一
二
〇
・
一
六
二
、
一
九
〇
一
九
〇
・
一
四
二
、
一
九
〇
一
九
〇
・
五
八
七
、

一
九
〇
四
一
〇
・
二
一
一
、
一
九
〇
四
二
〇
・
二
一
一
、
一
九
〇
四
九
〇
・
一
二
〇
及
び
二
一
〇
六
九
〇
・
五
一
七

注
２

統
一
シ
ス
テ
ム
の
番
号
：
一
〇
〇
六
一
〇
・
〇
一
〇
、
一
〇
〇
六
二
〇
・
〇
一
〇
、
一
〇
〇
六
三
〇
・
〇
一
〇
及
び
一
〇
〇
六
四
〇
・
〇
一
〇

２

日
本
国
の
会
計
年
度
の
最
初
の
三
回
の
入
札
に
お
い
て
平
均
の
消
化
率
が
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
下
回
る
場
合
に
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
合
衆
国
枠
の
数
量
が
全
て
配
分
さ
れ
る
ま
で
、
合
衆
国
枠
の
配
分
さ

(a)
れ
て
い
な
い
残
り
の
全
て
の
量
を
、
当
該
会
計
年
度
の
四
回
目
の
入
札
及
び
当
該
会
計
年
度
の
そ
の
後
の
全
て
の
入
札

に
お
い
て
利
用
可
能
な
も
の
に
す
る
。

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
日
本
国
及
び
合
衆
国
が
合
意
し
た
場
合
に
は
、
次
の
一
部
又
は
全
て

(b)
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の
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
を
含
む
一
時
的
な
調
整
を
行
う
。

入
札
の
回
数
及
び
頻
度

(i)

将
来
の
入
札
に
お
け
る
丸
米
に
対
す
る
砕
米
の
割
合

(ii)

政
府
買
入
予
定
価
格

(iii)

入
札
の
下
で
売
り
渡
さ
れ
た
米
の
船
積
み
の
期
間

(iv)

３

日
本
国
及
び
合
衆
国
は
、
合
衆
国
枠
に
適
用
さ
れ
る
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
に
よ
る
Ｓ
Ｂ
Ｓ
入
札
の

手
続
の
運
用
を
検
討
す
る
た
め
に
毎
年
協
議
す
る
。
日
本
国
及
び
合
衆
国
は
、
そ
の
協
議
に
お
い
て
、
Ｘ
２

に
規
定
す

(b)

る
一
時
的
な
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
日
本
国
の
翌
会
計
年
度
に
当
該
一
時
的
な
調
整
を
継
続
す
る
か
ど
う
か

を
検
討
す
る
。

４

Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
又
は
Ｍ
Ａ
Ｆ
Ｆ
を
承
継
す
る
者
は
、
合
衆
国
枠
の
数
量
が
日
本
国
の
連
続
す
る
三
会
計
年
度
の
う
ち
の
二
会

計
年
度
に
お
い
て
十
分
に
利
用
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
合
衆
国
枠
を
十
分
に
利
用
し
得
る
た
め
に
必
要
な
次
の
事
項
を
含

む
合
衆
国
枠
の
修
正
を
行
う
。

日
本
国
の
翌
会
計
年
度
の
全
期
間
に
お
い
て
、
設
定
さ
れ
て
い
る
水
準
か
ら
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
分
の
最
低
の
輸
入

(a)
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差
益
の
水
準
の
即
時
の
か
つ
一
時
的
な
引
下
げ

日
本
国
及
び
合
衆
国
が
合
意
す
る
そ
の
他
の
手
続

(b)
本
官
は
、
こ
の
書
簡
及
び
閣
下
の
確
認
の
返
簡
が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
第
二
十
八
章
（
紛
争
解
決
）

の
規
定
に
基
づ
く
紛
争
解
決
に
服
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
合
意
が
日
本
国
及
び
合
衆
国
に
つ
い
て
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
効
力
発

生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。

二
千
十
六
年
二
月
四
日
に
オ
ー
ク
ラ
ン
ド
で

日
本
国
内
閣
府
副
大
臣

髙
鳥
修
一

合
衆
国
通
商
代
表

マ
イ
ケ
ル
・
Ｂ
・
Ｇ
・
フ
ロ
マ
ン
閣
下
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（
米
国
側
書
簡
）

（
訳
文
）

書
簡
を
も
っ
て
啓
上
い
た
し
ま
す
。
本
代
表
は
、
本
日
付
け
の
閣
下
の
次
の
書
簡
を
受
領
い
た
し
ま
す
。

（
日
本
側
書
簡
）

本
代
表
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
こ
の
了
解
を
共
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
閣
下
の
書
簡
及
び
こ
の
返
簡

が
両
政
府
間
の
合
意
を
構
成
し
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
章

（
紛
争
解
決
）
の
規
定
に
基
づ
く
紛
争
解
決
に
服
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
合
意
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
及
び
日
本
国
に
つ
い
て

の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
の
効
力
発
生
の
日
に
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
光
栄
を
有
し
ま
す
。
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二
千
十
六
年
二
月
四
日

大
使

マ
イ
ケ
ル
・
Ｂ
・
Ｇ
・
フ
ロ
マ
ン

日
本
国
内
閣
府
副
大
臣

髙
鳥
修
一
閣
下


